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     江 南 市 議 会 厚 生 文 教 委 員 会 会 議 録      

       令和３年６月24日〔木曜日〕午前９時26分開議        

本日の会議に付した案件 

議案第44号 江南市手数料条例の一部改正について 

      のうち 

       こども未来部 

      の所管に属する事項 

議案第47号 江南市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につ

いて 

議案第50号 令和３年度江南市一般会計補正予算（第３号） 

       第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

        健康福祉部 

        教育部 

        こども未来部 

       の所管に属する歳入歳出 

       第３条 地方債の補正のうち 

        保育園空調設備改修事業 

議案第51号 令和３年度江南市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

年度調査事項等について 

行政視察について 

今年度の当委員会の研修会について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委 員 長  宮 田 達 男 君    副委員長  大 薮 豊 数 君 

 委  員  河 合 正 猛 君    委  員  野 下 達 哉 君 

 委  員  古 池 勝 英 君    委  員  掛 布 まち子 君 

 委  員  田 村 徳 周 君 

欠席委員（０名） 

委員外議員（５名） 

 議  長  堀     元 君    議  員  三 輪 陽 子 君 
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 議  員  片 山 裕 之 君    議  員  石 原 資 泰 君 

 議  員  長 尾 光 春 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の職、氏名 

 事務局長兼議事課長  石 黒 稔 通 君    副 主 幹  前 田 昌 彦 君 

 書  記  岩 本 達 明 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職、氏名 

 市長                澤 田 和 延 君 

 教育長               村   良 弘 君 

 

 健康福祉部長            松 本 朋 彦 君 

 教育部長              梅 本 孝 哉 君 

 こども未来部長兼こども未来部保育課長 

                   貝 瀬 隆 志 君 

 

 高齢者生きがい課長         平 野 優 子 君 

 高齢者生きがい課主幹        間 宮   徹 君 

 高齢者生きがい課副主幹       土 谷 武 史 君 

 

 福祉課長              倉 知 江理子 君 

 

 健康づくり課長兼保健センター所長  中 山 英 樹 君 

 

 保険年金課長            相 京 政 樹 君 

 

 教育課長              茶 原 健 二 君 

 教育課管理指導主事         石 原 香 蔵 君 

 教育課主幹             夫 馬 靖 幸 君 

 教育課副主幹            千 田 美 佳 君 
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 学校給食課長兼南部学校給食センター所長 

                   仙 田 隆 志 君 

 生涯学習課長兼少年センター所長   可 児 孝 之 君 

 生涯学習課副主幹          岩 田 麻 里 君 

 

 スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長 

                   中 村 雄 一 君 

 

 こども政策課長           稲 田   剛 君 

 

 保育課指導保育士          真 野 佳 子 君 

 保育課主幹             梶 田 博 志 君 

 保育課副主幹            横 井 貴 司 君 
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午前９時26分  開 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  それでは、定刻よりも若干早いですけれども、委員の皆さんがそ

ろっておりますので、ただいまから厚生文教委員会を開会いたします。 

 私のほうから挨拶のほうをさせていただきたいと思います。 

 この厚生文教委員会は、まさにコロナ禍の中で最前線を担っていただく部

ばかりでございます。健康福祉部におかれましてはワクチンの最前線を、こ

ども未来部及び教育部におきましてはワクチンを打たない方への対応、12歳

以下のワクチンを打たない方の対応をしていただいている、まさに江南市に

おいて最前線を担っていただく部ばかりであります。そういった部の委員会

でありますので、今年１年間、まだ１年かかると思いますけれども、いろん

な対応をしていただく中で力のほうを発揮していただきたいと思いますし、

委員会のほうとしても、それに対応していかなければならないと思います。 

 私のほうにおきましては議員になって３年目ではございますけれども、こ

の大事なときの厚生文教委員長を拝命いたしましたので、しっかり力の限り

尽くしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、市長から御挨拶のほうをお願い申し上げます。 

○市長  皆さん、おはようございます。 

 ただいま委員長の御挨拶の中で現況のことをよく理解していただいており

ますこと、本当に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 去る６月10日に６月定例会が開会されまして以来、連日終始慎重に御審議

を賜り、誠にありがとうございます。本日、本委員会に付託されました諸案

件は、いずれも市政進展の上で重要な案件でございます。何とぞ慎重に審査

をいただきまして、適切なる御議決をいただきますようお願い申し上げまし

て、簡単でございますけれども御挨拶とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いをいたします。 

○委員長  ありがとうございました。 

 市長のほうは御公務のため、ここで退席をさせていただきます。 

 本日の委員会の日程ですが、付託されております議案第44号 江南市手数

料条例の一部改正についてのうち、こども未来部の所管に属する事項をはじ
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め４議案を審査いたします。委員会の案件が終わりましたら、委員協議会を

開催いたします。 

 暫時休憩します。 

午前９時29分  休 憩 

午前９時33分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 審査の順序については、付託順により行います。 

 委員会での発言については、会議規則第114条において、委員長の許可を

得た後でなければ発言することができないと規定されています。質疑・答弁

とも簡潔明瞭にお願いし、挙手の上、委員長の指名後に発言してくださるよ

う、議事運営に御協力いただけますようお願いいたします。 

 また、委員外議員の発言については、会議規則第117条第２項において、

委員会は、委員でない議員からの発言の申出があったときは、その許否を決

めると規定されています。このことから、所属の委員による質疑が尽きた後

に、なお議案の審査上必要のある場合に限り、委員の皆さんにお諮りした上

で発言の許否を決めてまいりたいと考えておりますので、議事運営に御協力

いただきますようお願いいたします。 

 なお、主幹、副主幹の方は、それぞれ担当の議案のときに出席していただ

き、その他は退席していただいても結構です。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第44号 江南市手数料条例の一部改正について 

        のうち 

         こども未来部 

        の所管に属する事項 

 

○委員長  最初に、議案第44号 江南市手数料条例の一部改正についてのう

ち、こども未来部の所管に属する事項を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○こども政策課長  議案第44号について御説明申し上げますので、議案書の
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８ページをお願いいたします。 

 令和３年議案第44号 江南市手数料条例の一部改正についてでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 江南市手数料条例の一部を改正する条例（案）を10ページ、11ページには

江南市手数料条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表を掲げてござい

ます。 

 こども政策課に関係する箇所は、10ページの最下段から11ページ上段の２．

民生関係でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○野下委員  11ページのところに、この利用料が2,000円とありますけど、

ここで出てきておりますので実際に後からまた出てくると思いますが、ここ

でちょっとお聞きしてよかったですか、委員長。 

○委員長  はい、大丈夫です。 

○野下委員  この2,000円については、病児、それから病後児、両方多分こ

こは受入れだというふうに認識しておりますが、これは全く病児であっても

病後児であっても同一金額でしょうか、まず１点お願いします。 

○こども政策課長  病児であっても病後児であっても同一の料金2,000円で

ございます。 

○野下委員  既に病児と病後児を行っている自治体もあります。近隣でもあ

ります。差がついているんですよね、病児と病後児自体で利用料が。かつ年

齢によっても差があるんです。この辺は、どのように検討していただいてこ

ういう結果になったのでしょうか、江南市の場合は、その点お願いします。 

○こども政策課長  県内の市町村の利用料を調査しましたところ、年齢によ

って差をつけていらっしゃるところもございます。市町村によっては病児・

病後児というくくりでやっているところ、病後児だけやっている、そういう

くくりのところがございます。 

 市町村は、おおむね大体、この江南市が2,000円というふうに設定させて

いただいておりますけれど、比較的、病児・病後児の対応をしていただいて

いるところにおいては2,000円前後の利用料を設定しているというふうに認
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識しております。以上でございます。 

○野下委員  すみません、申し訳ないですけど、今おっしゃいましたが、例

えば岩倉市は病児と病後児両方やっているんですけど、病児と病後児のほう

が共に金額がちょっと違うように、私ちょっと調べた結果出ていると思うん

ですけど、病児が少し高くて病後児が若干安い、かつ年齢によってもそれぞ

れ差がついているということで今課長がおっしゃったんですけど、ほとんど

そう変わらないという話ですけど、そういった情報も当然仕入れてみえて、

年齢関係なく均一2,000円ということになったんでしょうか、それともそう

いう情報はなしで、この2,000円ということで一律にしたんでしょうか。 

○こども政策課長  県内の表をちょっと見ておるんですけれど、岩倉市の状

況でございます。先ほど野下委員がおっしゃった病児と病後児で値段が違う

という情報というのは、申し訳ありません、承知しておりませんでした。年

齢によって差があるというのは、３歳児、３歳未満児については2,100円、

３歳児については900円、４歳児以上というのは800円というふうに承知をし

ておりまして、参考として保育の一時預かりと同額というふうな情報もちょ

っとありまして、病児・病後児とで金額が違うということは承知しておりま

せんでした。申し訳ありませんでした。 

 それで、先ほどとちょっと同じお答えになってしまうんですが、江南市で

そうした2,000円という金額を決めさせていただいた理由というのは、保育

の一時預かりと同額でやっているというところが多いというふうに思ってお

りましたので、このような江南市においても江南市の一時保育と同じような

金額、同じ金額というふうな考え方とさせていただいております。 

○野下委員  まあ聞いてもいかんですけど、今の課長は、ちょっとその辺は

把握されていなかったという部分があったようでございますけれども、議案

でここまで出てきていますが、今後そういう視点の見直しという観点はない

んでしょうか。 

○こども政策課長  今の段階では、江南市としましては先ほどもちょっと申

しましたが、保育の保育園の一時預かりと同じ考え方を持って利用料を設定

していくという趣旨で持っておりますので、それに合わせた形でやっていき

たいと思っておりますので、今の段階で、いついつ利用料の変更をするとか
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ということは今の段階ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

○野下委員  今後初めてこれをされるわけでございますので、当然ほかの市

町等も絡んできますので、やっぱり利用者にとっては、どうしても江南市と

例えば近隣市町というふうに出てくるわけですので、今後のそういった、ほ

かの自治体の取組も参考にして、変更ができる時期があったらぜひこれは考

えていただきたいと、病児・病後児ということと含めてね、その点を要望だ

けさせてもらいます。 

○委員長  要望として、ではお願いいたします。 

○掛布委員  重なるんですけれども、この病児・病後児保育の利用料の設定

というのは、全く自治体独自で自由に設定してもよろしいものなんでしょう

か、まずそこをお尋ねしたいです。 

○こども政策課長  一時保育の利用料の設定というのは自治体独自で決めて

おるものと思っております。 

○掛布委員  先ほども岩倉市は全然違う決め方という指摘があったんですけ

れども、今まで江南市にはなかったので、江南市の方は大口にありますつく

しクリニックを利用させてもらっていました。そのときの利用料が2,030円

ということなんですけれども、大口のほうをちょっと調べましたら１時間単

位で500円という、そういう利用料の設定になっていて、実際、病児の子を

丸１日預けるというのは、ちょっと保護者の感覚からいってあまりないのか

なあという気もするもんですから、もうちょっと柔軟に検討はできなかった

のかなと思いますが。 

 それと、あと７か月から小学校３年生までということで、３歳未満児は保

育料を払っていますが、３歳以上は無償化ですので、保育料がない段階で１

日預けて2,000円というのは、保護者の感覚からいくと非常にちょっと高く

てハードルがちょっと高いのかなという気もしてしまうわけなんですけれど

も、もう少しそういった柔軟に保護者負担を減らすような観点の決め方とい

うのはできないものなんでしょうか。 

○こども政策課長  扶桑町・大口町でございますが、両町で同じ設定として

おるようです。掛布委員がおっしゃったように扶桑町・大口町では１時間当

たり500円という設定がされておりますが、１日当たり最大3,000円、短時間
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での預かりということであれば3,000円より少ないという場合もあるかもし

れませんが、扶桑町・大口町の場合は朝８時半から17時30分まで目いっぱい

使っていただくと最大 3,000円ということでもございます。一概に、扶桑

町・大口町の例えではありますが、短時間利用の方については大変メリット

はあるとは思います。思っております。 

 しかしながら繰り返しとなりますが、県内市町村を見比べていきますと時

間でやっているところもございますが、そういった市町は少数でございまし

て、大体が１日幾らという設定をしておるところでございます。保護者負担

の軽減という観点で申し上げさせていただきますと、生活保護世帯であるだ

とか、住民税非課税世帯とか、あと児童扶養手当を受給されている世帯につ

いては減免措置を講じる予定でございますので、それで負担軽減という点で

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長  ほかに質疑は。 

○田村委員  すみません、ちょっとお尋ねしたいんですけど、議案質疑の中

で算出根拠の説明があったんですけれども、その際に利用者人数が想定され

ていましたけれども、施設の利用者のキャパシティーは１日当たり最大何人

で、年間当たり最大何人なんでしょうか、ちょっとお尋ねしたいんですけど。 

○こども政策課長  三輪議員の議案質疑でございましたが、まず今年度に限

りましては、あくまで利用の見込みについては208人を見込んでおります。

１日当たり利用の定員は３人としております。大体おおむね１日２名当たり

利用があるのではないかというふうなことで積算をしておりますので、お願

いいたします。 

○田村委員  ありがとうございます。 

 それじゃあ続けてちょっとお尋ねしたいんですけど、保育施設の設置に伴

うイニシャルコストの負担についてはどのようになっているんですか。民間

業者にお願いしているのか、あるいは利用料に組み込まれているのか、ちょ

っと確認させていただきたいんですが、お願いします。 

○こども政策課長  病児・病後児保育施設の建設のイニシャルコストについ

ては、基本的にはクリニックの負担となっております。ただ、そのうち今回

補正予算でも上げさせていただいておりますが、開設準備費ということで今
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回400万円、病児保育室で使う備品でありますだとか、周知広報するための

チラシなどが利用できる開設準備費補助金というのをお願いしておりまして、

そちらのほうは、お認めいただきましたらクリニックのほうに補助していき

たいというふうに思っております。 

○田村委員  はい、分かりました。 

○野下委員  もう一点だけいいですか。申し訳ないです。 

 今ここで議案で出ているのは2,000円の部分だけなんで、それにちょっと

後からまた議案が多分出てくると思いますので、そこで聞いていいのかどう

かが分からないんですけど、2,000円にちょっと絡んで、もし駄目だったら

ほかの議案で聞きます。 

 今回は、この市内の新しいところは１日2,000円ですよと、それで３名と

今話があったんですけど、もしこの３名ではじかれちゃって、どうしてもほ

かの市町のところを利用するということも可能だと思うんですけれども、今

はそういうときに助成金が出ておると思うんですよね。そういう方がもし出

たときには、この制度は継続するんでしょうか。 

○こども政策課長  これまで江南市で続けておりました他市町の病児・病後

児保育を利用していただく場合には最大1,000円の補助をしておりましたが、

その助成制度については、若干の改正はいたしますが引き続き継続していき

ますので、もし江南市の病児・病後児保育施設で利用できなくて他市町の病

児・病後児保育施設を利用された場合には、引き続き助成制度を受けられま

すので、よろしくお願いいたします。 

○野下委員  すみません、いいですか、ここで１点。大丈夫ですか。 

○委員長  取りあえずおっしゃっていただいて。 

○野下委員  今の課長の答弁で、ほかの市町を利用するときは助成が上限

1,000円だったかな、これも若干変更あるかも分からんけど継続する。じゃ

あ、今度新しいところができたときには１日で2,000円、例えばということ

になると、ほかの市町を利用したほうが、保護者にとっては不便かも分かり

ませんが、経費的には安くなるということも当然考えられるわけですよね。

この辺、何か違いがあるんでしょうか。 

○こども政策課長  野下委員おっしゃるとおり、そこも私たち考えまして、
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例えばですが、先ほど岩倉市の例がございました。岩倉市の病児・病後児保

育施設を利用すると市外の方は2,500円の利用料がかかります。そこで江南

市から1,000円補助すると1,500円になってしまって江南市の施設を利用する

料金が逆転してしまいますので、先ほど申しました助成の制度のちょっと改

正をすると言ったのは、そこの逆転現象がないように、最低江南市では

2,000円かかりますので、2,000円までは市外の病児保育施設を利用したとし

ても2,000円は必ず自己負担が発生するというふうな改正を予定しておりま

すので、先ほど野下委員がおっしゃったような他市町の病児保育施設を利用

した際の、その整合性というのは解消されるのかなとは思っております。 

○野下委員  はい、分かりました。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午前９時52分  休 憩 

午前９時52分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第44号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決いたしま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第47号 江南市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例の一部改

正について 

 

○委員長  続いて、議案第47号 江南市公立学校職員の服務の宣誓に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

○教育課長  議案第47号について御説明申し上げますので、議案書の44ペー
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ジをお願いいたします。 

 令和３年議案第47号 江南市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例の一

部改正についてでございます。 

 45ページをお願いいたします。 

 江南市公立学校職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

（案）を、46ページと47ページには条例（案）の新旧対照表を掲げています。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午前９時55分  休 憩 

午前９時55分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を行います。 

 議案第47号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第50号 令和３年度江南市一般会計補正予算（第３号） 

         第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

          健康福祉部 

          教育部 

          こども未来部 

         の所管に属する歳入歳出 

         第３条 地方債補正のうち 

          保育園空調設備改修事業 
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○委員長  続いて、議案第50号 令和３年度江南市一般会計補正予算（第３

号）、第１条 歳入歳出予算の補正のうち、健康福祉部、教育部、こども未

来部の所管に属する歳入歳出、第３条 地方債補正のうち、保育園空調設備

改修事業を議題といたします。 

 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、健康福祉部高齢者生きがい課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○高齢者生きがい課長  それでは、議案第50号 令和３年度江南市一般会計

補正予算（第３号）の高齢者生きがい課の補正予算につきまして、該当箇所

の御説明を申し上げます。 

 初めに、歳入について御説明いたしますので、議案書の62ページ、63ペー

ジをお願いいたします。 

 中段の21款５項２目11節雑入のうち、高齢者生きがい課分は、説明欄の認

知症対応型共同生活介護施設整備費補助金返納金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 議案書の66ページ、67ページをお願いいたします。 

 中段の３款１項１目高齢者福祉費で、補正予算額は480万3,000円でござい

ます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  すみません、市内にある認知症対応型のグループホームが廃止

になってしまったので、スプリンクラーの設置に関する補助金の返還という

説明がありました。グループホームが廃止ということは、あまり住民にとっ

てよくないことなんですけれども、これは廃止になった施設は、いつ操業を

始められたところで、廃止の理由というのはどういったところにあるでしょ

うか。 
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○高齢者生きがい課長  当該施設は平成15年10月１日に開所いたしました。

その後、当時は痴呆対応型共同生活介護施設として県の指定を受けておりま

す。その後、地域密着型サービス制度が創設された平成18年４月１日付で、

現在、認知症対応型共同生活介護施設として市に届出がなされ、指定を受け

ております。 

 その後、長年勤めておられた施設の従事者の方が病気というふうに伺って

おりますけれども、事情により退職することとなりまして、その後の人材確

保がうまくいかず、グループホームを運営する上での人員基準を満たせなく

なったということが主な原因と聞いております。以上です。 

○掛布委員  ここは２ユニットの施設なんでしょうか。 

 ついでにごめんなさい、ここは開設されるときに、スプリンクラーと同じ

ように県からも開設施設の整備費として補助金を受けておられたのではない

かと思うんですけれども、閉鎖という閉じるということになると、そちらの

補助金の返還というのは生じてこないのか教えてください。 

○高齢者生きがい課長  まず、２ユニットではなくて１ユニットの９人の施

設でございます。開設に当たってのほかの補助金については活用されており

ません。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて、こども未来部こども

政策課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○こども政策課長  こども政策課所管の補正予算について御説明を申し上げ

ます。 

 初めに、歳入について御説明申し上げますので、議案書の60ページ、61ペ

ージをお願いいたします。 

 上段、14款２項２目２節児童福祉手数料、次に15款２項２目２節児童福祉

費補助金、次に15款４項１目１節児童福祉費交付金、次に16款２項２目１節

児童福祉費補助金でございます。 

 続いて、歳出について御説明をさせていただきます。 
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 議案書の68ページ、69ページをお願いいたします。 

 ページ上段、３款２項１目こども政策費、補正予算額は１億865万2,000円

でございます。 

 内容につきましては、69ページの説明欄をお願いいたします。 

 病児・病後児保育事業は1,150万3,000円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 参考といたしまして、補正予算説明資料の８ページに事業の概要を、９ペ

ージに位置図を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと思いま

す。 

 次に、戻りますが、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

給付金支給事業は9,714万9,000円の補正をお願いするものでございます。 

 この給付金支給事業の事務費の一部につきましては６月から必要となりま

すことから、一時的な予算流用で対応させていただいております。議決をい

ただいた後、流用戻しをしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 参考といたしまして、補正予算説明資料の10ページに事業の概要を掲げて

おりますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上で、こども政策課所管の補正予算の説明を終わらせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○大薮委員  よろしくお願いします。 

 先ほど金額などについては、おおむねほかの委員からいろいろ質問がござ

いました。 

 この病児保育、病後児保育というのは江南市においては初めての試みとい

うことで、お尋ねしたいことが数点あります。 

 まず、子供を預けるまでの時間的な流れ、これはなぜ聞くかというと、他

市町いろいろ調べてみますと、ほかの病院で子供が預からなければいけない

という診断書を持ってこなければ預かれないという病児保育、病後児保育が

ありまして、これは本来でしたらば８時か９時に子供を預けて、10時から始
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まるパートに行けるお母さん方の支援だというふうに、具体的にはそんなふ

うに思っているんですが、江南の場合そのようなことがないかどうか。結果

的には先ほどの他市町は、診断書をもらって子供が預けられると証明された

のが朝10時半と。結局11時から預かりになって、結果的には職場に今日は休

みますと。全く本末転倒なんですね。そういうことがないかどうかを確認す

るために、子供を預けるまでの流れ、時間なども詳しく教えてください。 

○こども政策課長  病後児保育の施設利用の流れでございます。 

 まずは基本的な流れといたしましては、まずは前日までに子供の診察をし

ていただきます。診察をしていただく際には病児保育施設を利用していただ

くということを告げていただいた上で診察をしていただいて、その段階で次

の日の予約を取った形になります。それで翌日の利用できるかどうかが前日

までに分かることがございます。 

 そして、先ほど大薮委員がおっしゃられたように急に当日ということもあ

り得ると思います。この場合につきましては、まだクリニックと、がちっと

した正式なやり方ということではないかもしれませんけど、今のところおお

むね聞いておりますのは、朝、利用したい旨の電話をしていただきまして、

同様に、まず診察をしていただきます。診察をしていただいた上で預かりが

可能かどうかの状況を、子供の状況を診察で判断いたします。その上で、当

日空きがある状況であれば利用が可能というふうになります。 

○大薮委員  はい、分かりました。 

 そうなりますと当日でも、基本的に前日ということなので、比較的そこに

は時間的な余裕はあると思います。当日ということでもオーケーなんですが、

問題は空きがなければいけないというところですよね。３名でしたっけ、１

日想定されている、これを過ぎてしまうと場合によっては他市町を回らなき

ゃいけないということになると思いますね。まあ増やせるものなら増やして

あげたいなと思いますけど、ありがとうございます。 

 それで、もう一つ質問があります。 

 休診日、近隣のこの周りのクリニック等を見てみますと、水曜日をお休み

にしているとか、木曜日をお休みにしているとか、土・日休みというところ

もやっぱり多うございますね。そんな中で、休診日についての対応が可能か
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どうか教えてください。 

○こども政策課長  クリニックの休診日ですが、週中、例えばよく多いのは、

水曜日とか木曜日午後休診というパターンが多いかとは思いますが、その水

曜日・木曜日の休診日においても今回お願いします病児・病後児では１日預

かりをしていただくようにお願いをしておりまして、病院の先生には了承を

いただいておりますので、月から金までの利用は可能でございます。 

 代わりにと言っては何なんですが、土曜日午前中、診療はあるとは思いま

すが、土曜日の利用はお休みとさせていただく予定となっております。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 ラスト、もう一個です。 

 他市町の方の利用ができるかということで、ちょっとここを聞く理由は、

他市町の方が利用できるかということは、逆に言ったら他市町の方も利用さ

れる、こちらも他市町を利用するとなれば、これは例えば今のシステムはす

ごいいいと思うんですね、近隣にもないような江南市ってすごいことをやっ

ているなと思って感心したんですけど、そうすると、例えば近くの一宮市の

方とか、それから大口町の方とか、そういった方が利用したいというので予

約とかをされると、そうすると利用されているわけですか。 

○こども政策課長  他市町の方の利用も可能でございます。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 これってあれですか、低所得のほうも一緒に質問しても大丈夫でしょうか。 

○委員長  取りあえず。 

○大薮委員  それでは、低所得の関係の子育て世帯のほうに質問をちょっと

シフトさせていただきます。 

 この支援金支給の流れについて、特にこれは低所得世帯ですので、いかに

申請がしやすいかどうかをちょっとお尋ねしたいんですが、申請の流れを軽

くちょっと教えていただきたいと思います。 

○こども政策課長  今、申請の流れということで御質問いただきましたが、

まずは申請いただかなくても給付ができる方がございます。というのは、議

案書の説明資料にもちょっと書いてございますが、申請が必要でない方とい

うのは児童手当と特別児童扶養手当を受給されていて、かつ非課税世帯の方
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については申請が不要で、市のほうから一旦お手紙で通知をさせていただき

まして、給付をさせていただくという通知をさせていただいた上で支給をし

てまいりますという方がございます。 

 申請が必要な方は、先ほど申しました児童手当とか特別児童扶養手当をも

らっていない、例えば15歳から18歳までの児童を養育されている世帯につい

ては申請が必要になってまいります。そうした方々については広報で、７月

号広報にまずお知らせをいたします。ホームページにもお知らせを載せます。

あと、そうした方々に対して通知をお出しいたします。こういう制度の通知

をさせていただきます。該当する場合にはお手続をしてくださいというよう

なことで通知をさせていただきますので、そうした形でもって漏れのないよ

うにしていこうと思っております。 

 あと、申請の流れについては、そういった形で見ていただいた上で、市役

所のほうに来ていただいて申請書のほうを御記入いただくと。前の給付金の

ときからございますように、なるべく簡易な形で御申請いただけるような申

請書類を国のほうも用意しておりますので、御負担はかなり少なくなってい

るというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大薮委員  ありがとうございます。非常に分かりやすかったですし、取り

こぼしがないようにできているシステムはいいなと思いました。 

 問題は、この申請から支給までの速度、特に昨今、新聞等でにぎわしてお

ります、例えば協力金・支援金などが、例えば１月に申請したのに支給され

るのが５月とか６月だなんていう話がよく聞かれますが、この点はいかがで

しょうか。 

○こども政策課長  お振込の日程でございますが、おおむね御申請いただい

てから１か月前後を予定しております。申請不要な方については、第１回の

支払いを７月30日を予定しております。申請が必要な方については、申請を

いただいてからおおむね１か月程度でお支払いできるように進めてまいりた

いと思っております。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 これらの支給の間違い等、最近江南市ではこういった間違いがちょこちょ

こありますね。こういった間違い等については、何か策は講じておられます
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でしょうか。 

○こども政策課長  間違いの策でございますが、まずは、ありふれた形にな

ってしまいますが、まず申請漏れがないかどうかというのをきちんと確認し

てまいりたいと思います。その際には申請書類のきちんと整理をしていくこ

と、間違いのない整理をしていくこと、そして複数人での確認をしていくこ

と、こういったことを心がけてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 最後の質問です。 

 会計年度任用職員の補正額が補正前よりも極端に高くなっているんですが、

これについて御説明をお願いします。 

○こども政策課長  この給付金の会計年度任用職員の補正ですが、３名を予

定しております。３名で１日７時間、そのうち１名は７月から２月までのち

ょっと長期間でございます。残りの２名については申請数が多く予想される

７月から10月の４か月間を２名予定しておりますので、７月から２月までの

１名については、おおむね109万円ぐらい、７月から10月末までぐらいの２

名については110万円ぐらいの予算を見込んでおりますので、合わせて221万

6,000円というふうな形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大薮委員  ありがとうございました。 

 低所得のお子さんをお持ちの御家庭が、これは本当に助かるという声を本

当に言っておりますので、ぜひとも頑張ってやっていただきたいなと思って、

以上、要望を言っておしまいにします。ありがとうございました。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  今の続きで、ちょっとだけお尋ねします。 

 低所得の１人５万円の子育て世帯の支援金ですけれども、申請が必要だと

いう、要するに、コロナの影響で家計が急変して住民税非課税である者と同

様の事情にあると認められる者と、そこのところが、住民税均等割非課税と

いうのは普通考えて幾らなんだろうって、さっぱり分からないというのが普

通の御家庭だと思います。本当に丁寧にいろんな機会のところで宣伝をして

目に留まるような、そういう方こそ必要なのに、そういう方に情報が行かな
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いというのが一番大変なところかなと思うんですけど、この層に、具体的に

これぐらいだったら申請できるというのは、どうやって情報を届けていかれ

るおつもりでしょうか。 

○こども政策課長  申請が必要な方で家計が急変した世帯への特に周知とい

うことでありますけれど、周知一般としましては、先ほどのお答えと同じと

ころがありますが、まずはホームページで、ホームページにもおおむねどれ

ぐらいの収入が非課税世帯相当であるかという表をつけてまいりたいと思い

ます。 

 広報にはそこまでのところがちょっと割けないものですから、そういう制

度があるということをお知らせしていきたいと思います。 

 また同様に、先ほどもちょっと申しましたけれど、一般的な周知といたし

まして18歳までの児童を有する方に対してお手紙を差し上げますので、御不

明な点があれば、お問合せをいただきたいということをしていきたいと思っ

ておりますし、先ほどちょっと言うのを忘れたんですが、高校生を養育して

いる保護者に対しては、学校からもチラシが配布されているというふうに県

から聞いておりますので、そういったところからもお問合せをしていただけ

たらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○掛布委員  ごめんなさい、病児・病後児保育の従業員というか、そこで働

く方なんですけれども、保育師と看護師というのが本会議場の議案質疑で答

弁がありました。看護師は、クリニックの看護師が必要に応じてそちらに見

に行くということなんですけど、保育士はそこの専任だというお話ですが、

保育士の身分というのは、クリニックが雇用者になって雇い入れているとい

う扱いになるんですか、そこだけちょっと確認したいです。 

○こども政策課長  保育士に関しましても、おっしゃるように、クリニック

が雇い入れた保育士ということでございます。 

○委員長  ほかに質疑は。 

〔挙手する者あり〕 

○委員長  長尾議員から本件に関して、委員外議員として発言したいとの申

出がありますが、会議規則第117条第２項の規定により発言を許可すること

に御異議はありませんか。 
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〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議があるとき。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時20分  休 憩 

午前10時20分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 御異議もないようでありますので、委員外議員としての発言を許します。 

○長尾議員  すみません、横から失礼いたします。 

 それでは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支

給事業について質問させていただきますが、12節の委託料のところに599万

5,000円が計上されております。当初予算と合わせて600万円を超えるような

システム開発ということですけれども、多分この事業そのものは、国から今

回実施しろということで全て10分の10の給付があるということで、その指導

の下にというか指示の下に実施する事業なんですが、その１回のためだけに

この600万円強のシステム改修を行うというところが非常にシステムエンジ

ニアとしては気になるところでありまして、これは本当に600万もかけない

とやれない事業なのかと。あまり全て手作業でやるという気はないんですけ

ど、もっと簡易な開発で、その分、会計年度任用職員が何かやればできると

か、１回しか使わないもののためにあまり高額な改修費用というのをかける

のはどうかなあという考えもありますので、どういう開発があって、これは

本当に必要なのかどうかというところを説明いただければ、お願いします。 

○こども政策課長  このシステム構築委託料については大変高額になってい

ることは承知しております。 

 内容につきましては、まずは児童手当の対象者、特別児童扶養手当の対象

者、そして非課税世帯を抽出するという流れがございまして、そこから例え

ば、お知らせのお手紙を作る、支払いのための口座振替のデータの作成であ

りますだとか、通知文書でありますだとか、そういったものをもろもろセッ

トでこのシステムの中で対応しております。これをシステムを使わないでと

なると、まずは膨大な時間、職員の膨大な時間が作業としてかかってまいり

ます。そうしますと支給の日程に影響が出てくるおそれがあると考えますの
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で、こうしたシステムを、このためだけとはいえセットアップとさせていた

だくということに御理解をお願いしたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○古池委員  先ほどの病児・病後児保育ですけど、ちょっと簡単なことで。

この現場を見てきたんですけど、いわゆるドラッグストアの一部に建ってい

るというところで、たしか建っているところは別の土地のような気がしたん

ですけど、それはそれでいいんですけど、駐車場がドラッグストアと共用に

なっている、その辺のところが、はっきり駐車場がしっかりあるかどうかと

いうことですね。 

 それからもう一つ、一般質問のときに利用者なんですが、家庭で保育でき

ないという人が対象ということでありますけど、例えば、じいさん、ばあさ

んが一緒におるとか近くにおるとか、だけど、やっぱり孫だから面倒見切れ

ん、怖いというようなときは、そういう制限というのはあるかないかという

ことですね。その２点、ちょっとお願いします。 

○こども政策課長  まず駐車場の件でございますけれど、あの場所を知って

いらっしゃる方は分かるかもしれませんが、薬局の敷地と接するような形で

建物が建ちます。駐車場に関しては、薬局の駐車場を共用する形となってお

ります。 

 あと、もう一点でございますけれど、利用の制限のことでございますけれ

ど、対象となる方というのは、保護者が例えばお仕事をされているだとか、

冠婚葬祭であるだとか、そういったもろもろの様々な事情で病児の子供を一

時的に保育できない場合というふうでございます。おじいさん、おばあさん

がいる場合はどうかということでございますけれど、そこまで厳密に制限は

しておりませんので、その時点で一時的に保育ができないというお申出でも

ってお預かりをすることになろうかと思います。 

○古池委員  ありがとうございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて保育課について審査を

いたします。 
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 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○保育課指導保育士  それでは、保育課所管の該当箇所について御説明させ

ていただきます。 

 最初に、歳入でございます。 

 議案書の62ページ、63ページをお願いいたします。 

 中段やや下の22款１項２目民生債の説明欄、保育園空調設備改修事業債で

ございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 議案書の70ページ、71ページの上段、３款２項２目保育費の保育園施設改

修（空調設備）事業でございます。 

 該当箇所は以上でございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  すみません、空調改修の財源について、まずお聞きしたいんで

すけれども、いわゆる空調改修事業債ということで、９割充当の交付税算入

が３割という説明が本会議場であったと思うんですけれども、最近、相次い

で突然壊れた古知野中保育園をはじめ、東保育園、古知野南保育園が全館空

調が一斉に改修になりました。そのときも地方債をちょっとは活用したと思

うんですけれども、そのときの地方債とこれは違うんですか。同じ公共施設

改修の整備の事業債は同じなんでしょうか。 

○保育課主幹  地方債の活用ということで、前回の保育園の空調改修と今回

の保育園の空調改修について、メニューが同じかどうかというお問合せだと

思います。今回使わせていただきます起債のメニューといたしましては、公

共施設等適正管理推進事業債という起債メニューを想定しております。前回

の起債メニューも同様ということになると思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○掛布委員  すみません、前回のときは、こんな９割充当じゃなかったよう

な気がしたので、そんなふうにお尋ねしました。 

 それで、前回３つ相次いで直したところは全館一体型の、もういつ壊れる
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かなというはらはらどきどきのところを直して、もうこれでちょっと一段落

かなと言っていたはずなのに、また古知野北保育園が壊れたということで、

いわゆるこの後、相次いで毎年のようにこういうことになっていくのか、そ

の後の保育園の空調改修の見通しがどうなっているかということをまず１点

お聞きしたいのと、あと古知野北は、この前直した古知野南、東、古知野中

と違って全館一体の空調ではないと思うんですが、今回の予算でどこをどの

ように直されるということなのか。 

 あと工期なんですけど、この夏間に合わない、いつどのような時期に改修

して、いつ出来上がるのか、それだけちょっとお聞きしたいです。 

○保育課主幹  それでは、まず壊れた施設、エアコンの箇所につきまして最

初に説明させていただきたいと思います。 

 今回、空調設備が故障しました箇所といたしましては、１階にございます

遊戯室、また保育士室、あとは２階にございます乳児室でございます。この

ほか保育室が４室ございますけれども、今回故障したのは先ほど申し上げま

した３室ということになりまして、空調の系統といたしましては、全館では

なく２系統という形で設備がされておるものになります。 

 ２つ目に、今後の改修の進め方というところになってまいりますけれども、

今回、補正予算を上程させていただいておりまして、こちらをお認めいただ

いた後ということになってまいりますけれども、７月中旬頃に業者指名審査

委員会、こちらのほうに諮らせていただき、８月の中旬頃に改修工事の契約

を締結してまいりたいと考えております。 

 また、工期といたしましては、８月のこの契約後、12月下旬頃までを想定

して考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、今後の空調改修計画というものがあるかどうかというお話でござ

いますが、現在、明確に改修計画というものは立てたものはございませんけ

れども、保全計画等に基づきまして故障等が起きないような形で随時更新の

ほうは考えていきたいと考えております。以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

○掛布委員  すみません、そうすると、この夏には間に合わないということ

で、この夏をいかに子供たちの安全に気をつけながら乗り切るかということ
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は、どのような対策になっているか、お尋ねしたいと思います。 

○保育課主幹  今年度の対応ということでございますけれども、当初予算に

て仮設の空調の設置の予算を計上させていただいております。先ほどの遊戯

室、保育士室、２階にございます乳幼児室、こちらにつきましては、１台ず

つでございますけれども仮設のエアコンを設置いたしまして、この夏の対応

をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大薮委員  今の仮設のシステムをというふうにおっしゃったんですが、古

知野町のたしか中央保育園でしたかね、あそこのときに仮設といってスポッ

トクーラーが入っていたんですよ。全く使えなかったんですよね。ひどい話

が、クーラーから涼しい風が来るので後ろから熱い風が来ちゃって、結局何

の使い物にもならなかった。 

 ちなみに、今回のこの仮設というのはどのようなものを設置されるんです

か。 

○保育課主幹  今回仮設で設置させていただくエアコンなんですけれども、

１台の保育士室につきましては、通常の御家庭で使われるような壁かけのエ

アコンになります。 

 あと２室につきましては、業務用といいますか、縦置きの大型のものにな

りまして、そちらを個々、各乳児室と遊戯室に設置してまいる予定としてお

りますのでお願いいたします。 

○大薮委員  ということは、熱交換は、暖気は外、冷気は中ということで理

解してよろしいですか。 

○保育課主幹  はい、そのとおりでございます。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて、教育部教育課につい

て審査をいたします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○教育課長  教育課所管の補正予算につきまして、該当箇所の御説明を申し

上げます。 
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 初めに、歳入について御説明いたしますので、議案書の60ページ、61ペー

ジをお願いいたします。 

 下段の16款３項６目１節教育総務費委託金でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 76ページ、77ページをお願いいたします。 

 中段、10款１項１目教育支援費で、補正予算額は７万円の増額でございま

す。 

 該当箇所は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○野下委員  今回のこのキャリアスクールプロジェクトで県の事業というこ

となんですけれども、内容が、この講話とか云々書いてありますけれど、も

うちょっと内容的なところを教えていただきたいというのと、あと、これは

何時間ぐらいのこのプログラムになっているかをちょっと教えていただけま

すか。 

○教育課長  まず１点目の内容についてでございますが、まずこちらのほう

は県の委託事業というようなことで、古知野北小学校で実施するというよう

なことになってきます。 

 また、具体的な内容につきましては、専門的な技能を持った方を招いた講

演や体験学習などを通じ、子供たちの主体性を育むというようなことになっ

てきます。 

 それで、３年前に平成30年に古知野南小学校のほうで同じような事業を実

施しておりますので、その内容を少し御紹介させていただきますと、高学年

を対象に、義肢装具士、義足を作る方ですね、義肢装具士や歯科医師、美容

師などの講演を開催いたしまして、その後、アクティブラーニングの視点か

らクラスで感想など話合いを行い、後日、講演を聞いた高学年の代表者が低

学年を含む全児童・生徒にプレゼンテーションを行ったというような内容で

ございます。 

○野下委員  ということは、専門的な方々をお招きして、そういうことを実

施されたと。今回も同じ、違うかも分かりませんが、内容は同じような内容
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をされるということになるんでしょうね。 

○教育課長  今回も同じような内容でというふうに聞いております。 

○野下委員  じゃあ、もう一点。 

 県からのこういう委託事業で、あと何時間か教えてほしいんですけど、な

った場合って、よくいろんな学校に来ていただいて、その実績の発表をする

ような、そういう機会というのが学校によってはあったような気もするんで

すけど、今回はそういうことはないんですよね。対外的にいろんな学校が来

ていただいて、この報告というか、こういう成果ですよとか、そういう報告

というのはないんですよね、今回は。ないんですか、今までも。 

○教育課管理指導主事  各学校がそこの学校に聞きに来るという意味でしょ

うか。 

○野下委員  発表する機会というのは、こういうふうにやりましたと、それ

でこういう成果が出ましたというところを、近隣の先生が見えて発表する機

会とはまた違うやつですか。 

○教育課管理指導主事  そのような学校が来てということではございません。

学校の中で低学年のほうに伝えていくとか、そういうような形で動いており

ます。 

○野下委員  時間だけ。 

○教育課長  時間については、何時間ということはなかなかちょっと難しい

んですが、ただ日数でいいますと数日かけてと、講演で当然１日かかるもん

ですから、講演で１日かかりますし、数日間かけてというようなことになっ

てくるかと思います。 

○教育長  これは県の委託事業でありまして、時間数とか、あるいは日数と

か、そういうのは制限がございません。通常のキャリア教育の中の充実させ

ていくということでの委託事業でありますので、特段それは県のほうから示

されているわけではありませんけれども、内容については、おおむねこうい

うことができるでしょうということは示されますけれども、あとは学校の判

断で、小学生においてもキャリア教育を充実させて、そして中学校へつなげ

ていくというようなことから、これが委託事業として行われているというふ

うに御理解をいただければ、あくまでも学校判断でありますので、先ほどの
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研究発表の話もありますが、学校が研究発表したいということであればすれ

ばいいわけですけれども、基本的にはそれが求められているわけではないと、

事業報告として上げられるということになると思います。以上です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、ここで暫時休憩に入ります。 

午前10時41分  休 憩 

午前10時54分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、生涯学習課について審査を行います。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  生涯学習課所管の補正予算につきまし

て、該当箇所の御説明を申し上げます。 

 初めに、歳入について説明をいたしますので、議案書の62ページ、63ペー

ジをお願いいたします。 

 中段やや上の19款１項１目１節基金繰入金のうち、生涯学習課所管分の江

南市新図書館建設事業等基金繰入金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、歳出について御説明を申し上げます。 

 78ページ、79ページをお願いいたします。 

 最上段の10款４項１目生涯学習費で、補正予算額は176万円でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  新規購入する新しい図書館の２万冊について、ＴＲＣマークを

作成するという提案の説明だったんですけれども、ＴＲＣマークというのが

いま一つ、ちょっと調べたんですけれども、しっくりよく分からないので、

説明していただきたいんですが、いわゆる図書館の蔵書についての簡単に検

索できるような情報データベースというふうなのかなと思いつつ、全国でシ

ェアが９割もいっているので、ほとんどの図書館がＴＲＣマークを採用して
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いるということらしいので、当然随意契約になっていくのかなと思うんです

けど、もうちょっとＴＲＣマークについて説明をしていただきたいと思いま

す。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  初めに、マークというのがどういうも

のかということを説明させていただきます。 

 マークにつきましては、図書館の資料、本をコンピューターで管理するた

めの書誌データ、書誌情報でございます。例えば本のタイトル、著者の経歴

とか、あと本の内容、ジャンル、児童書でいけば対象年齢とかページ数、い

ろいろな書籍のデータにそれぞれの図書館で利用する登録番号であったり、

それぞれの図書館に配架する位置を示した記号であったりというのを付加し

たものでございます。 

 ＴＲＣマークをなぜ採用するかということでございますけど、こちらにつ

きましては、現在の図書館もＴＲＣのマークを使っておりまして、規格を統

一する必要があるということで、ＴＲＣマークを採用するということでござ

います。特に先ほど掛布委員がおっしゃられた９割近くのシェアがあるとい

うことで、図書館のシステムについてもいろいろな汎用性もあるということ

で、ＴＲＣマークを採用するということでございます。 

○掛布委員  いわゆる本の背表紙、あるいは裏表紙に江南市立図書館とかバ

ーコードが書いたものとか、背表紙にナンバーとか、著作者のイニシャルを

入れたものを貼り付ける、それもこれは予算として入っているということな

んでしょうか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  今の本の装備であるとか、また裏に貼

るＩＣチップであるとか、ああいうものについては、当初の書籍の購入費の

中に含まれておりまして、今回のマークの委託料についてはこれは含んでは

おりません。 

○掛布委員  そういうふうな実際に作業が必要になる、貼付けの予算は組ま

ずに、あくまでの情報のデータベースをつくる予算というものが、この176

万円、２万冊についてということみたいですが、提案説明のどこかで、ＩＣ

タグもつけるというふうに言われたんですが、今の江南市立図書館の蔵書に

は、もちろんＩＣタグはついていないと思うんですけど、新図書館になると
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いわゆる自動貸出機だとか自動返却装置だとか、出入口に勝手に持っていか

ないようにブザーが鳴る装置とかつけるので、新図書館に持ち込む新しく買

うものだけじゃなくて、今ある市立図書館の蔵書についてもＩＣタグとかつ

けないといけないことになるわけなんですけれども、たしか12万冊のうち２

万冊は捨てるけれども、10万冊は新しい図書館に持っていくということなの

で、その10万冊の今ある図書館の蔵書についてのＩＣタグをつけるというの

は、どこかで予算化をされておるんでしょうか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  すみません、今の12万冊のうち２万冊

を捨てるというのは、決まっているわけではないので、すみません。当然全

部持っていくことは難しいので、また除籍はしっかり行って、必要なものだ

け持っていきたいと思っています。 

 ＩＣタグにつきましては、今のマークに含むわけではなくて、先ほど申し

上げたとおり、含むわけではなくて別途行いますので、現在の図書館に置い

てある書籍については、来年度また予算のほうを計上したいと考えておりま

す。 

○掛布委員  要するに、新しく公認をする蔵書、今回２万冊についてＴＲＣ

マークの作成ということは、もう新しい図書館に入れる２万冊についての選

書というのが終わって、これを買いますよということになっていて初めてＴ

ＲＣマークができるわけなんですけど、新図書館に入れる蔵書についての選

書委員会とか、それはいつどのように開かれたのか、開かれるのか、どうい

うメンバーでどうしていくのかというのを教えてください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  選書委員会という御質問なんですが、

選書委員会はもう既に開いておりまして、大体ペースとしては月２回ほど開

催をする予定でございます。 

 現在のところ、４回開催をしておりまして、委員のほうですけど、基本的

に司書資格を有する方と、あと図書館の現在の職員の方ということで、図書

館の職員の方と、あと学校の図書館司書の方に委員になっていただいており

ます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○大薮委員  こちらに購入図書の整備というふうに書いてあるので、これに
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ついてお尋ねします。 

 購入図書の選考基準というか、こんなふうに選んでいくという基準をお聞

かせください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  今の図書館でも基準として設けている

ものですが、図書館の図書収集要領というのがございまして、そちらに基づ

いて図書の収集は行っております。それぞれまたほかにも収集基準というの

を設けておりまして、その収集基準というのが各一般書であったり、児童書

であったり、それぞれについてどのようなものをどうして集めていくかとい

うことを基準を設けております。その基準に沿って選定を行っております。 

○大薮委員  デジタル図書などの整備を今後していくような動きというのは

あるんでしょうか、お尋ねします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  現在の図書館でもタブレットの貸出し

で青空文庫というのを貸出しをやっているんですが、青空文庫というのは、

著作権が切れた書籍についてのデジタル図書という形ではやっているんです

が、なかなか利用が少ないという現状がありまして、新しい図書館について

もそのような状況ではさすがに市民の方のニーズには応えられないというこ

とで、今の図書館の基本計画の中でも定めていますが、市域全体で楽しんで

いただくということで、例えば今の図書館に来ることが困難な方であったり、

あと時間内に来ることが難しい方であったり、あとタブレットとかスマホに

慣れた小・中学生が、電子図書の活用が増えるだろうということで、その辺

りもちょっと考えながら、今後また検討していきたいと思っております。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 最後の質問です。 

 先ほど、選考委員会というのがあるというふうにお答えがあったんですけ

れども、これは基本的に市の司書ですとか、いろんなプロというか専門家で

すよね。今回の新しい図書館にあっては、市民のニーズについてどういう形

でどんなふうにお応えいただけるのかということをお尋ねします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  先ほど収集要領というのを江南市の収

集する基準についてということでしたが、そこの中にも収集の基本方針の中

に、市民の要望や利用状況を把握し、収集に反映させるという記述がありま
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して、現在の図書館でも利用者の方からリクエストというのを受け付けてお

ります。今後もリクエストをしっかり気にしながら、しっかりニーズのほう

に応えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時06分  休 憩 

午前11時06分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を行います。 

 議案第50号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第51号 令和３年度江南市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

○委員長  続いて、議案第51号 令和３年度江南市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○高齢者生きがい課長  それでは、議案第51号について御説明いたします。 

 議案書の81ページをお願いいたします。 

 令和３年議案第51号 令和３年度江南市介護保険特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

 82ページ、83ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正でございます。 

 次に、84ページ、85ページには歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を掲

げております。 
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 次に、86ページ、87ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算の歳入予算でございます。 

 ２款２項６目事務費補助金は251万7,000円。 

 ６款１項５目その他一般会計繰入金は403万6,000円の増額補正でございま

す。 

 続きまして、歳出でございます。 

 88ページ、89ページをお願いいたします。 

 １款１項１目総務管理費でございます。 

 補正予算額は655万3,000円でございます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○河合委員  二、三点お伺いしたいと思います。 

 介護サービス給付管理事業ということで、先日の議案質疑の中にあったデ

ータの作成処理誤りという答弁があったと思います。その中で、個人の被保

険者番号と口座番号を取り違えたということなんだけれども、個人の被保険

者番号というのは何桁なんですか。口座番号は、我々もそうなんだけど、７

桁だと思うんだけど、ここは何桁になりますか。 

○高齢者生きがい課長  介護保険の被保険者番号につきましては、江南市は

10桁を採用しております。 

○河合委員  全部間違えるということは、多分10桁のうちのどこか７桁、頭

から７桁なのか下から７桁なんかをそっくりそのまま多分口座番号と間違え

たんじゃないかなと思うんです。手作業じゃないはずだから、データをその

まま移し替えちゃったという事実だと思うんだけど、本来からいけば１人か

２人確認すればすぐ分かる話だね、本当からいけば。全部間違えておるんだ

から、全部。だから、どこかの被保険者番号の10桁のうちの頭から７桁なの

か下から７桁なんか、多分それをそのまま口座番号と間違えた。だけど、１

つ２つ比べてみりゃ、明らかにすぐ分かる。単純なミスだと思うんだけど、

チェックが甘かったということで、陳謝されたでいいんだけど、問題は三菱

ＵＦＪにお支払いする880円、通常のお金だよね、１件当たり880円というの
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は、通常880円ですか。 

○高齢者生きがい課長  通常の公金の支払いにつきましては、手数料はかか

っておりません。 

○河合委員  ある市町でお聞きしたら、ある市は誰かがお願いをしたら、た

だにしてくれたと。ある市町は500幾らで済んだとか300幾らで済んだとかと

いうことで、江南市は答弁でいくと880円の93万1,000円をお支払いすること

で、値引き交渉はされたんでしょうか。 

○高齢者生きがい課長  今回の再振込に関しまして、三菱ＵＦＪ銀行をはじ

め各金融機関の方には多大な御迷惑をおかけしました。その上で、会計管理

者を通じ、手数料のお支払いについては免除していただけないかと交渉いた

しましたが、応じていただけなかったものです。 

○河合委員  分かりました。 

 だけど、今回はやむを得んかもしれんけれども、実際に各市町はそういう

お願いをしておる。で、聞いてくれたらしいよ、三菱ＵＦＪは。だから、江

南市ももう少し粘り強く交渉して、少しでも値引きできるように頑張ってい

ただきたいなと思います。間違えたもんはしようがないと思っています。以

上です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  介護保険のシステム等改修事業のことでお聞きしたいんですが、

改正の理由が、介護報酬の改定など本改正に対応するシステム改修とあるん

ですけど、提案理由のときにいろいろ読み上げられまして、ちょっと筆記し

切れなかったので、もう一度、何と何と何についてシステム改修が必要かと

いうことを説明していただきたいと思います。 

○高齢者生きがい課長  今回のシステム改修の主な改正内容は３点でござい

ます。 

 １点目は、高額介護サービス費の見直しです。 

 こちらは、令和３年８月より、負担能力に応じた負担とする観点から、現

行の現役並み所得者の上限額を年収に応じて見直すため、算定基準額の追加

を行うという内容でございます。 

 ２点目は、食費・居住費の助成の見直しでございます。 



３５ 

 こちらにつきましても、８月より負担能力に応じた負担となるよう見直し

が行われますので、そちらについての改正でございます。 

 ３点目は、税制改正でございます。 

 平成30年の税制改正によりまして、給与所得控除及び公的年金等控除を10

万円引き下げるとともに、基礎控除を引き上げることとされました。令和２

年分以後の所得税についても適用されることになりました。このため、利用

者負担割合、高額介護サービス費、補足給付対応において、税制改正後に所

得が増加し、従前の利用者負担よりも負担が増加しないようにするための改

正でございます。 

○掛布委員  税制対応は仕方がないというか、当然ですけれども、高額介護

サービス費の負担能力に応じた見直し、要するに値上げがかなりあるという

ことと、もう一つ言われた施設入所の方の主に食費、いわゆる低所得の方の

食費の負担軽減がされていたのが、負担軽減を外してしまってとんでもなく

負担を重くする。たかだか年金収入が月に10万円そこそこの人の負担が月に

２万2,000円もアップするという、本当にこれは物すごい負担増で、困られ

る方が続出すると思うんですが、その中でまず１点は、当初予算で出てきた

ときにお尋ねしましたが、江南市内で何人該当される方がいらっしゃるかと

いうことが、お答えがなかったんですね。それは、いわゆるたんす預金も含

めた預貯金が支給要件に関わっていて、そこのところも変わるので、即座に

は分からないと言われたんですが、８月実施ということで、システム改修ま

でされるので、現時点では分かっていると思うんですが、何人ほどこれに引

っかかって負担増になられる方がいらっしゃるかということをお尋ねしたい

のと、いわゆる預貯金とか、もう要件にカウントするということで、刻々と

変わっていく銀行の貯金や、いわゆるたんす預金なんて本当に分からないで

すね、どなたが幾ら持っているか。そこまで手を突っ込んで調べて、給付要

件を変えていく、負担増のほうに振り分けていくということをやるわけなの

で、それというのは誰がどのような手段で調べて、システムをつくるのかと

いうことを教えていただきたいと思います。 

○高齢者生きがい課長  まず１点目の対象となる方が何人いらっしゃるかと

いうことなんですけれども、３月と同様に、預貯金の額までは現時点で把握
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することができませんので、限度額認定証を６月現在発行している人数につ

いてお答えします。 

 年金収入が80万円以下の第２段階に相当する方が170人です。第３段階の

年金収入80万円超120万円以下の方が126人です。年金収入120万円超える方

が300人でございます。 

 ２点目の貯金の残高というお話なんですけれども、こちらにつきましては、

限度額認定者の申請を受付いたします。その時点で御家族の方が申請に来ら

れるわけなんですけれども、御本人様の御収入の分かるもの、預貯金の通帳

などをお持ちいただいて、確認をさせていただいております。 

○掛布委員  そうすると、預貯金の確認というのは、年に１回自己申請とい

うことで、刻々と変わるような把握はできないし、あくまでも市のほうで何

か預貯金口座を調べるとか、そういうわけではなく、あくまでも自己申請で

調べていかれるということでよろしいですね。 

○高齢者生きがい課長  委員、おっしゃるとおりで、自己申告によるもので

ございます。 

 預貯金の残高というのは、もちろん使えば減っていくものになりますので、

例えば現時点で申請していただいたときに預貯金額が基準を超えていて限度

額認定証が発行できなかった場合においても、その残高が減って基準内にな

った時点で再度申請をしていただければ、それからの認定証を発行すること

は可能でございます。 

○掛布委員  この今回のシステム改修に伴う、もうすぐですけど、８月から

の補足給付の縮減で本当に大きな影響を受ける、該当、すぽっとはまってし

まう方については大変なことなんですけれども、それはどのように周知をす

ることになっているんでしょうか。 

○高齢者生きがい課長  広報、ホームページ等通じて周知を図ってまいりま

す。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○大薮委員  先ほどの河合委員から質問のありました介護保険特別会計補正

予算（第１号）について、もう少し掘り下げてではないんですが、今回、こ

の振込においていろいろあったわけなんですが、振込のためのデータの入力
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誤りということですが、何人で御担当してみえますか。 

○高齢者生きがい課長  担当していた者は、正規職員１名と会計年度任用職

員１名でございます。 

○大薮委員  今回のミスということで言われたんですが、今後の対応をお聞

かせください。 

○高齢者生きがい課長  誤りがあったのは４月の振込だったんですけれども、

現時点で振込データの作成過程にある手作業の部分を誤りの起きにくいよう

な方法に一部変更いたしました。 

 また、口座情報の登録を行ったもののデータの確認を複数職員で行い、振

込データを最終的につくった段階でも再度複数の職員による確認を行い、再

発防止に努めてまいります。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 先ほどの河合委員がおっしゃったような値段の振込手数料の交渉なんかは

恐らく金額も金額ですね、市長が電話１本で結構金額的にいいふうになるか

もしれませんので、そんなときはぜひ市長に頼っていただいて、少しでも出

ていくお金を減らすように御協力のほうをお願いします。 

 以上、要望で終わります。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時22分  休 憩 

午前11時22分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第51号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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 以上で当委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 なお、委員長報告の作成につきましては、正・副委員長に御一任いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  年度調査事項等について 

 

○委員長  続きまして、年度調査事項等を協議していただきます。 

 資料については会議システムに登録させていただきましたので、タブレッ

ト端末から御覧ください。 

 年度調査事項につきましては、令和２年度におきまして調査事項だったも

のをまずは述べさせていただきます。 

 １．子育て支援について、２．介護保険、高齢者福祉について、３．障害

者福祉について、４．健康医療行政について、５．教育行政について、６．

図書館行政について、７．少子化対策について、８．その他当委員会の所管

する事項についてが令和２年度の調査事項でございましたが、令和３年度で

何かこれを追加するもの、もしくは省くもの等が御意見ございましたらお願

いいたします。 

○掛布委員  コロナ感染対策、感染防止、ワクチン接種体制など、大ざっぱ

ですけれども、今どきのものを追加したらどうかと思います。 

○古池委員  その他に入るかもしれませんが、給食センターについてという

のはどうですか。その他に入るか教育に入るか。 

○委員長  今、２点意見がございました。 

 コロナ関係の項目と給食センターの項目でございます。 

 一部からはその他でどうだということもございますが、御意見等がござい

ましたらお願いいたします。 

 １個独立した項目にするのか、その他の項目の中に重要項目として入れる

のか。 

○河合委員  掛布委員の言うようなコロナもよう分かるんだけど、相手が私

は受けてくれないような気がするんだわ。向こうも必死だもんで、意見交換

なら別なんだけど、コロナはいずれ終息するらしいから、その他で消える話
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だもんで、給食については、新しく給食センターを造らなければいけないか

ら、あまり項目を増やしてもどうかと思いますので、教育行政に入るのかな。

その中でやっていけばいいと思います。改めてやらなくても。 

○委員長  ほか、御意見いかがでしょうか。 

 実は、私もコロナに関しましては、非常に重要ですが、期限のあることで

すので、今の河合委員の意見に賛成したいと思いますけれども、ほか御意見

ございましたらお願いいたします。 

○大薮委員  今のコロナに関しては多分期限が来ると思うんですけど、今後、

感染症対策はある程度、コロナじゃないものが来てもできるように、その他

のところでいいんですけど、そういうのも含めておくといいかなというふう

にちょっと感じます。よろしくお願いします。 

○委員長  今の意見に対しては、いかがでしょうか。 

○野下委員  最後は、委員長がおっしゃったような、ほかの委員もあったよ

うに、その中に入れ込んで、その他の中に入れ込んでいくと。また引っ張り

出してくるという形で、８つでいかがでしょうか。 

○委員長  では、給食センターの件に関しましては、５番の教育行政の中に。

コロナに関しては期限があるということで８番のその他。そして、感染症に

関しても今後起こるかどうか分かりませんので、その都度の対応ということ

で、今回はその他ということで、この８項目を継続して調査事項のほうにさ

せていただきます。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、それで調査事項のほうは決めさせていただきます。 

 では、今年度の当委員会の調査事項は昨年同様１番から８番までの内容に

決定いたしました。 

 会議規則第111条の規定により閉会中の継続審査として議長に申出をした

いと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  行政視察について 
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○委員長  続きまして、行政視察についてを議題といたします。 

 この件につきましては、いまだ新型コロナウイルス感染症の終息の兆しが

見えない中、江南市議会としても現在視察の受入れを見合わせているところ

でございます。 

 つきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況やワクチン接

種の状況を見ながら協議を行っていきたいと思いますが、よろしかったでし

ょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  私の意見といたしましては、ワクチン接種が、菅総理もおっしゃ

っているとおり11月までに希望者に対する接種を終了したい。計画としては

来年の２月までにはということがあります。ワクチン接種が人口の４割を超

えると急激な感染は収まるということもメディアで聞き及んでおりますし、

７割から８割まで打つと拡大はもうほとんどなくなるだろうということを聞

いておりますので、その状況に応じて、また御提案のほうをさせていただき

たいと思います。そんなことでよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  今年度の当委員会の研修会について 

 

○委員長  続きまして、今年度の当委員会の研修会を議題といたします。 

 研修会につきましては、コロナ禍でございますが、実施していきたいと考

えておりますので、研修会の日程、テーマ、講師などについて御相談したい

と思います。 

 日程は、議会会議や視察がないところになろうかと思います。また、講師

の都合もあるので、本日はまず研修テーマについて、何か適切なテーマや講

師を御存じでしたら御発言いただきたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  それでは、私のほうから１つ研修テーマのほうを提案させていた

だきたいと思いますけれども、厚生文教委員会ということで、私も非常に興

味があることなんですけれども、江南市の歴史についてを１つのテーマにし
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たらどうかと思います。 

 江南市の成り立ちというか、調べますと、昭和の大合併があって、それで

江南市というのがあるわけなんですけれども、例えば江戸時代の江南市、こ

の地域はどうだったかとか、室町の頃はどうだったのか、そこまで深掘りす

ることはないかと思うんですけれども、江戸時代ぐらいからの歴史もちょっ

と勉強、研修できたらいいのかなと思ったりするんですけれども、私のほう

からこのような江南市の歴史についてというものを提案したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○野下委員  委員長も今日のために練った案だと思いますけれども、ほかの

委員も今日の今日ですから、ちょっと考えてもらって、もしあったら委員長

とか副委員長のほうに申し出て、なければ委員長の案ということで、ある程

度期限だけ切ってされたらどうでしょうか。 

○委員長  ほか御意見ございませんでしょうか。 

○古池委員  今の歴史の話ですけど、江南に今郷土史研究会というのがあり

ますけど、そういう団体にいろいろ協力してもらってやったらいいんじゃな

いかというふうに思います。 

○委員長  ほか意見はございませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  それでは、古池委員のほうからも郷土史研究会というものがある

ということでありましたので、そのほかにも野下委員がおっしゃるとおり、

また御意見、御提案があるやもしれませんので、そのときはまた事務局まで

お知らせください。９月の委員会の折に、皆様の御意見、御提案などを踏ま

えて、改めて相談させていただきます。 

 以上で本日の委員会の議題は全て終了いたしました。 

 本日はいい質疑ができたと思いますので、また今後もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 以上で厚生文教委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。ありがとう

ございました。 

 

午前11時36分  閉 会 
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